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(57)【要約】
【課題】引込線を地中に埋設した際に、空中を通って引
込線を引き込む際に比べてコストが増加することのない
引込管路を提供すること。
【解決手段】引込管路１３は建物に電気を供給するため
の引込線１２を収納し、地下に埋設される。この引込管
路は、所定の方向に延び、引込線とともに、建物に供給
される水道管１４を収納する収納空間１３１が規定され
た収納管部と、収納管部の両端を閉塞する閉塞部とを有
し、閉塞部には引込線及び水道管を別々に導入又は導出
するための導入・導出穴部が形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物に電気を供給するための引込線を収納し、地下に埋設される引込管路であって、
　所定の方向に延び、前記引込線とともに、前記建物に供給される水道管を収納する収納
空間が規定された収納管部と、
　前記収納管部の両端を閉塞する閉塞部とを有し、
　前記閉塞部には前記引込線及び前記水道管を別々に導入又は導出するための導入・導出
穴部が形成されていることを特徴とする引込管路。
【請求項２】
　前記収納管部は、平板状の底部と、該底部を覆い前記収納空間を形成する蓋部とを有し
、
　前記底部に沿って前記水道管及び前記引込線が前記収納管部に収納されるようにしたこ
とを特徴とする請求項１記載の引込管路。
【請求項３】
　前記収納管部は断面形状が三角形状であることを特徴とする請求項２記載の引込管路。
【請求項４】
　前記所定の方向において前記底部の両端には、それぞれ前記底部と反対側の端部が開口
され前記底部に向かって延びるスリットを複数有する壁部が形成されており、
　前記所定の方向において前記蓋部の両端には、それぞれ前記蓋部の前記底部側に形成さ
れ前記スリットと対応する切り欠き部を複数有する閉塞板部が形成され、
　前記スリットを通してそれぞれ前記水道管及び前記引込線が前記底部に沿って配置され
、前記蓋部が前記底部に被せられた際、前記壁部と前記閉塞板部とがオーバーラップして
、前記閉塞部を形成するとともに、前記スリットと前記切り欠きとによって前記導入・導
出穴部が規定されるようにしたことを特徴とする請求項２記載の引込管路。
【請求項５】
　前記収納管部は前記所定の方向に沿って前記収納空間を複数の領域に仕切る仕切壁を有
し、
　前記領域にそれぞれ前記水道管及び前引込線を収納するようにしたことを特徴とする請
求項２～４いずれか１項記載の引込管路。
【請求項６】
　前記底部にはその主面から上方に延び、前記所定の方向に沿って形成された係止壁が備
えられ、
　前記蓋部には前記所定の方向に沿って形成され、前記係止壁と対向する突出壁が備えら
れ、
　前記係止壁には前記突出壁と対向する端部が開口されて下方に延在するスリット状の溝
部が形成されており、
　前記蓋部を前記底部に被せた際、前記突出壁が前記溝部に嵌合して前記仕切壁を規定す
るようにしたことを特徴とする請求項５記載の引込管路。
【請求項７】
　前記収納管部内には防湿剤が配置されていることを特徴とする請求項１～６いずれか１
項記載の引込管路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電線を地中に埋設して建物に引き込む際に用いられる引込管路に関し、特に
、個人住宅に電柱からの引込線を引き込む際に用いられる引込管路に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、個人住宅等の建物に給電する際には、電柱等から引込線を建物に引き込み給電
を行っている。このような引込線は不可避的に道路等を横断することがあり、所定の高さ
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を保って、引込線を建物に引き込んでも、車両等の接触による断線事故が発生することが
多い。
【０００３】
　このように、道路の上空を引込線が通過するとなると、安全上の問題があるばかりでな
く、都市景観上の美観が損なわれ、さらに都市災害上も好ましくない。このため、引込線
を地中に埋設して、建物に引き込むことが考えられている。
【０００４】
　一方、簡単かつ確実に配線を行えるとともに、外観の向上を図るため、地中に埋設され
た電力線からの分岐線をポール本体の内部を通じて上部に引き出すようにすることが知ら
れている。ここでは、ポール本体の側面に設けた開口部と、この開口部に開閉可能でかつ
閉止状態で防水性を保持するように設けた蓋体３、開口部および蓋体の下部の内側より引
込線を挿入可能な引込線挿入部とを有し、開口部に臨むポール本体の内部に分岐線および
引込線の配線スペースを設けるようにしている。
【０００５】
　これによって、配線スペースを利用して簡単かつ確実に配線を行い、外付けの分岐ボッ
クスを不要として、施工工程の短縮、製作コストの削減、外観の向上を図るようにしてい
る（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－２９９２３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述のように、引込線を地中化した場合には、安全で快適な空間を確保できるばかりで
なく、都市景観（美観）が向上し、さらには、都市災害を防止できるという利点があるも
のの、引込線を単独で地中化するとなると、空中を通って引込線を引き込む場合に比べて
コストが嵩んでしまうという課題がある。
【０００７】
　従って、本発明の目的は、引込線を地中に埋設した際に、空中を通って引込線を引き込
む際に比べてコストが増加することのない引込管路を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、引込線単独で埋設することなく、他のものとともに埋設することによっ
てコスト削減ができることを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００９】
　（１）　本発明は、建物に電気を供給するための引込線を収納し、地下に埋設される引
込管路であって、所定の方向に延び、前記引込線とともに、前記建物に供給される水道管
を収納する収納空間が規定された収納管部と、前記収納管部の両端を閉塞する閉塞部とを
有し、前記閉塞部には前記引込線及び前記水道管を別々に導入又は導出するための導入・
導出穴部が形成されていることを特徴とするものである。
【００１０】
　（１）に記載の引込管路は、収納管部に通常建物に水道水を供給する水道管とともに、
引込線を収納し、地下に埋設するようにしたので、引込線の地中化を容易に行うことがで
きるばかりでなく、引込工事の際のコストを削減できる。
【００１１】
　（２）　本発明の引込管路は、（１）に記載の引込管路において、前記収納管部が、平
板状の底部と、該底部を覆い前記収納空間を形成する蓋部とを有し、前記底部に沿って前
記水道管及び前記引込線が前記収納管部に収納されるようにしたことを特徴とするもので
ある。
【００１２】
　（２）に記載の引込管路は、水道管と引込線とを底部に沿って配置した後、蓋部を底部
に被せればよいので、容易に埋設工事を行うことができる。
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【００１３】
　（３）　本発明の引込管路は、（２）の引込管路において、前記収納管部はその断面形
状が三角形状であることを特徴とするものである。
【００１４】
　（３）に記載の引込管路は、その断面が三角形状であるので、強度が高く地中に埋設し
ても破損に至ることが極めて少ない。
【００１５】
　（４）　本発明の引込管路は、（２）の引込管路において、前記所定の方向において前
記底部の両端には、それぞれ前記底部と反対側の端部が開口され前記底部に向かって延び
るスリットを複数有する壁部が形成されており、前記所定の方向において前記蓋部の両端
には、それぞれ前記蓋部の前記底部側に形成され前記スリットと対応する切り欠き部を複
数有する閉塞板部が形成され、前記スリットを通してそれぞれ前記水道管及び前記引込線
が前記底部に沿って配置され、前記蓋部が前記底部に被せられた際、前記壁部と前記閉塞
板部とがオーバーラップして、前記閉塞部を形成するとともに、前記スリットと前記切り
欠きとによって前記導入・導出穴部が規定されるようにしたことを特徴とするものである
。
【００１６】
　（４）に記載の引込管路は、底部の壁部に形成されたスリットにそれぞれ水道管及び引
込線を配置すれば、容易に水道管及び引込線の位置決めができ、しかも蓋部を被せると、
切り欠き部とスリットとによって導入・導出穴部が規定されるようにしたので、引込管路
に対して水道管及び引込線を導入・導出して、引込管路を容易に閉塞状態とすることがで
きる。
【００１７】
　（５）　本発明の引込管路は、（２）～（４）のいずれかに記載の引込管路において、
前記収納管部は前記所定の方向に沿って前記収納空間を複数の領域に仕切る仕切壁を有し
、前記領域にそれぞれ前記水道管及び前引込線を収納するようにしたことを特徴とするも
のである。
【００１８】
　（５）に記載の引込管路は、水道管と引込線とを仕切壁によって分離された領域にそれ
ぞれ収納するようにしたので、水道管が引込線に影響を及ぼすことがない。
【００１９】
　（６）　本発明の引込管路は、（５）に記載の引込管路において、前記底部にはその主
面から上方に延び、前記所定の方向に沿って形成された係止壁が備えられ、前記蓋部には
前記所定の方向に沿って形成され、前記係止壁と対向する突出壁が備えられ、前記係止壁
には前記突出壁と対向する端部が開口されて下方に延在するスリット状の溝部が形成され
ており、前記蓋部を前記底部に被せた際、前記突出壁が前記溝部に嵌合して前記仕切壁を
規定することを特徴とするものである。
【００２０】
　（６）に記載の引込管路は、底部に蓋部を被せると、係止壁と突出壁とによって仕切壁
が構成されるようにしたので、底部に水道管及び引込線を配置して、蓋部を被せるだけで
、水道管及び引込線をそれぞれ異なる領域に配置することができる。
【００２１】
　（７）　本発明の引込管路は、（１）～（６）のいずれかに記載の引込管路において、
前記収納管部内には防湿剤が配置されていることを特徴とするものである。
【００２２】
　（７）に記載の引込管路は、収納管部に防湿剤が配置されているので、収納管部内の湿
気をある程度除去することができる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上のように、本発明によれば、引込線を地中化しても、空中を通って引込線を引き込
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む際に比べてコストが増加することがないという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態による引込管路について説明する。
【００２５】
　図１は引込線を水道管とともに地中化して建物への引き込みを模式化して示す図であり
、図１において、電柱１１に架設された電線から引込線１２が個人住宅（建物）１５に引
き込まれる。この引込線１２の引き込みに当たっては、引込管路１３が用いられる。なお
、図示の個人住宅１５は新築の建物であり、建物新築に当たって引込線１２が個人住宅１
５に引き込まれるものとする。
【００２６】
　ところで、住宅を新築する際には、引込線１２の引き込みばかりでなく、多少時期はず
れても、水道管の引き込み、ガス管の引き込み等も行われる。従って、ここでは、引込管
路１３を地中に埋設して、この引込管路１３に引込線１２及び水道管１４を通して個人住
宅１５に水道管１４及び引込線１２を引き込む。
【００２７】
　つまり、図１に示すように、電柱１１を沿って引込線１２が立ち下げられて、電柱１１
の根元から地中に挿入される。地中には、引込管路１３が埋設され、この引込管路１３内
には水道管１４及び引込線１２が挿通される。そして、個人住宅１５の近傍において、水
道管１４及び引込線１２が引込管路１３から引き出されて、地上に至り、引込線１２は積
算電力計１６に接続され、水道管１４は水量計１７に接続される。
【００２８】
　図２は本発明の実施の形態による引込管路１３の一例を示す横断面図であり、この引込
管路１３は、例えば、断面三角形状であって（好ましくは、正三角形状である）、その材
料として、耐久性及び漏電性に優れたＦＲＰが用いられる。引込管路１３は、板状の底部
１３ａ及び逆Ｖ字状の蓋部１３ｂを備えており、底部１３ａに引込線１２及び水道管１４
が敷設される。この際、引込線と水道管１４とは所定の距離離して敷設される。なお、こ
れら底部１３ａ及び蓋部１３ｂによって収納空間１３１を規定する収納管部が構成される
。
【００２９】
　図３（ａ）に示すように、底部１３ａの長手方向両端には、三角形状の壁部１８が形成
されており、この壁部１８には上側から底面側に延びる複数のスリット１９が形成されて
いる。このスリット１９の径（幅）は、水道管１４又は引込線１２の径に対応付けられて
いる。従って、底部１３ａに水道管１４及び引込線１２を敷設した際には、水道管１４及
び引込線１２の各々はスリット１９を通って引込管路１３に導入され、そして、導出され
ることになる。
【００３０】
　なお、湿気防止のため防湿剤（例えば、竹炭の粉末又は石炭灰であり、これらは火力発
電所等からの廃棄物である）が底部１３ａに敷き詰められる。
【００３１】
　このようにして、水道管１４及び引込線１２を底部１３ａに敷設した後、蓋部１３ｂを
底部１３ａに被せる（図２参照）。図３（ｂ）に示すように、蓋部１３ｂの長手方向両端
には、それぞれ閉塞板部２０が形成されており、この閉塞板部２０の下端（底端）からは
半円形状の溝部（切り欠き）２１が複数形成されている。この溝部２１の間隔は、前述の
スリット１９の間隔と等しく、溝部２１の半径は水道管１４又は引込線１２の半径に略等
しい。
【００３２】
　そして、底部１３ａに蓋部１３ｂを被せると、閉塞板部２０が壁部１８の外側に当接し
て位置付けられて（閉塞板部２０と壁部１８とがオーバーラップし、これに閉塞板部２０
及び壁部１８とによって閉塞部が構成される）、スリット１９と溝部２１とによって貫通
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穴（導入・導出穴部）が規定されることになって、これら貫通穴から水道管１４及び引込
線１２が、引込管路１３に導入され、そして、導出されることになって、引込管路１３は
閉塞されることになる。
【００３３】
　このようにして、水道管１４とともに引込線１２を引込管路１３内に敷設するようにし
たから、引込線１２を単独で地中化する場合に比べて、そのコストを低減することができ
る。さらに、引込管路１３はその断面形状を問わないが、図示のように、断面三角形状と
すれば、その強度が良好となり、地中においても破損等が生じることが少ない。そして、
引込管路１３中に防湿剤を敷き詰めるようにしたので、水道管１４による引込線１２への
影響は殆どない。
【００３４】
　図４は本発明の実施の形態による引込管路１３の他の例を示す横断面図であり、図４に
おいて、図２に示す例と同一の構成要素については同一の参照番号を付す。図４に示す引
込管路１３はその内部に複数の仕切壁１３ｃが形成されており、この仕切壁１３ｃは底部
１３ａの内面から蓋部１３ｂの内面に延びるとともに、底部１３ａの長手方向に延在して
いる。そして、これら仕切壁１３ｃによって、引込管路１３の内部空間は複数の空間（領
域）に分離され、これら空間にそれぞれ水道管１４及び引込線１２が収納される。
【００３５】
　図示の例では、４つの仕切壁１３ｃが形成されており、中央に位置する空間に水道管１
４が配置され、この中央に位置する空間に隣接する空間にそれぞれ引込線１２が配置され
ている。
【００３６】
　図５を参照すると、図５（ａ）に示すように、底部１３ａには上方に延びるとともに、
底部１３ａの長手方向に延在する複数の係止壁１３ｅが形成されており、この係止壁１３
ｅは断面略Ｕ字形状であってその中央には溝部１３ｆが形成されている。一方、蓋部１３
ｂには、仕切壁１３ｃと対向する突出壁１３ｄが形成され、この突出壁１３ｄは下方に延
びるとともに、蓋部１３ｂの長手方向に延在している。
【００３７】
　引込管路１３に水道管１４及び引込線１２を収納する際には、図２及び図３で説明した
ようにして、水道管１４及び引込線１２が収納されることになるが、ここでは、係止壁１
３ｅで仕切られた領域にそれぞれ水道管１４及び引込線１２を配置する（図５（ａ）にお
いては図３で説明した閉塞板部２０及び壁部１８は示されていない）。その後、底部１３
ａに蓋部１３ｂを被せることになるが、底部１３ａに蓋部１３ｂを被せると、図５（ｂ）
に示すように、突出壁１３ｄが係止壁１３ｅの溝部１３ｆに挿入されて、嵌合し、これに
よって、仕切壁１３ｃが規定されることになる。
【００３８】
　このように、図５に示す引込管路１３においては、水道管１４と引込線１２とが収納さ
れる空間（領域）が仕切壁１３ｃによって完全に分離されるから、引込線１２が水道管１
４によって悪影響を受けることがない。
【００３９】
　さらに、突出壁１３ｄを係止壁１３ｅに係止して、仕切壁１３ｃを規定しているので、
仕切壁１３ｃ自体が底部１３ａと蓋部１３ｂとの連結の役目を果たすことになり、工事施
工に当たって、蓋部１３ｂと底部１３ａとの連結を容易に行うことができる。また、引込
管路１３は閉塞された状態であるから、引込管路１３内への雨水等の浸透を防止すること
ができる。
【００４０】
　上述した図２又は図４に示す引込管路１３は複数用いるようにしてもよい。例えば、図
６に示すように、複数の引込管路１３を用いて水道管１４及び引込線１２を個人住宅１５
に引き込むようにしてもよい。このように複数の引込管路１３を用いるようにすれば、あ
たかも一つの引込管路を複数の引込管路に分離して使用することになり、水道管１４及び
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引込線１２等の配管を柔軟に地中に敷設することができる。
【００４１】
　さらに、上述のように、複数の引込管路１３を用いるようにすれば、水道管１４及び引
込線１２の敷設に柔軟性があるので、マンション等の集合住宅又は複数の個人住宅に水道
管１４及び引込線１２を引き込む際に、その敷設が容易とばかりでなく、途中で引込線１
２又は水道管１４の分岐を容易に行うことができ、水道管１４及び引込線１２を地中に敷
設する際のコストを大幅に低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】本発明の実施の形態による引込管路を用いて引込線を水道管とともに地中化し建
物への引き込みを模式化して示す図である。
【図２】図１に示す引込管路の一例を示す横断面図である。
【図３】図２に示す引込管路の長手方向端部を示す図であり、（ａ）は底部の長手方向端
部を示す図、（ｂ）は蓋部の長手方向端部を示す図である。
【図４】図１に示す引込管路の他の例を示す横断面図である。
【図５】図４に示す引込管路の構造を示す横断面図であり、（ａ）　底部と蓋部とを分離
して示す横断面図、（ｂ）は蓋部の突出壁が底部の係止壁に嵌合した状態を示す横断面図
である。
【図６】複数の引込管路を用いて引込線を分岐する状態を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【００４３】
　１１　電柱
　１２　引込線
　１３　引込管路
　１３ａ　底部
　１３ｂ　蓋部
　１３ｃ　仕切壁
　１３ｄ　突出壁
　１３ｅ　係止壁
　１３ｆ　溝部
　１４　水道管
　１５　個人住宅
　１６　積算電力計
　１７　水量計
　１８　壁部
　１９　スリット
　２０　閉塞板部
　２１　切り欠き部（溝部）
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